
平成２６年第６回

教育委員会定例会議案

多賀城市教育委員会



平成２６年第６回教育委員会定例会議事日程 

                 平成２６年６月２３日（月） 

                 午後４時 開会 

多賀城市役所５階 ５０１会議室  

日程第１ 前回会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 諸般の報告 

事務事業等の報告 

臨時代理事務報告第６号  平成２６年度多賀城市一般会計

補正予算（第２号）に対する意見

について

日程第４ 議 事

議案第１７号  多賀城市学校給食センター運営審議会委員

の人事について

議案第１８号  平成２７年度多賀城市立小・中学校使用教

科用図書の採択基準について

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 平成２６年第５回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議

等の状況は、次のとおりです。 

○教育総務課関係 

 ５月２７日、６月４日の両日、東日本大震災調査特別委員会が開催され、

市議会議員に対し、市立図書館の移転について説明を行いました。 

 ５月２８日、仙台管内教育委員会協議会総会及び研修会が大郷町中央公民

館で開催され、委員長と今野委員が出席しました。  

６月５日、６日の両日、友好都市関連事業打合せのため、市長及び地域コ

ミュニティ課長と共に教育長が奈良市を訪れました。 

平成２６年第２回市議会定例会が６月１１日から６月１８日までの８日間

の会期で開催されました。教育委員会関係議案は、先月ご審議をいただきま

した多賀城市立図書館関係の３件、（「財産の取得について」、「多賀城市

立図書館条例の一部を改正する条例について」、「指定管理者の指定につい

て」）及び、本日臨時代理事務報告をいたします「平成２６年度一般会計補

正予算（第２号）」の４件で、それぞれ原案のとおり可決されました。 

６月１７日と１８日の両日、一般質問が行われ、教育委員会関係の質問者

は３名でした。なお、質問及び回答要旨は別紙のとおりです 

○学校教育課関係 

５月２４日に多賀城東小学校、山王小学校、城南小学校、多賀城八幡小学

校で運動会が行われました。 

 小学校の修学旅行については、６月１１日、１２日に多賀城小学校が福島

県内に、６月１３日、１４日に城南小学校が福島県内に、６月１９日、２０

日に多賀城八幡小学校が岩手県内に、それぞれ１泊２日で出かけ無事終了し

ております。 

５月３１日、６月１日の２日間にわたり、第１９回多賀城市中学校総合体

育大会が開催され、市内各中学校、多賀城市中央公園、多賀城市総合体育館

などを会場に野球、サッカー、剣道、バレー、バスケットボール、テニス、

新体操などの競技で熱戦が繰り広げられました。 

 ６月１１日に多賀城市中学校陸上競技大会が宮城スタジアムを会場に、多

賀城市中学校水泳競技大会は６月１９日多賀城市民プールを会場に開催され

ました。 

○生涯学習課関係 

５月２３日、山王地区公民館と多賀城市民プールが塩釜地区防災安全協会

から優良事業所として表彰を受けました。同日、総合体育館で市民スポーツ

クラブの通常総会が開催され、関係者３２人の出席がありました。 

５月２４日、大代地区公民館で中国家庭料理教室が開催され１６名が参加

し、胡麻団子や卵スープ、野菜を生地でくるんだ中国本場の家庭料理を楽し
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みました。 

５月２６日、青少年育成センター第１回運営協議会が開催され、青少年の

健全育成について意見交換を行いました。 

５月２７日、多賀城市総合体育館でスポーツ振興員会議を開催し、委嘱状

の交付とスポーツ関係事業についての情報交換を行いました。 

高齢者の生きがいや社会参加について学習する「大代地区公民館山茶花大

学」と「山王大学前期講座」が５月２８日に、「中央公民館多賀城大学」が

５月２９日に開講し、それぞれ２９名、２０名、６８名の参加がありました。 

 ６月４日、多賀城中学校区学校支援地域本部事業の立ち上げ、実施に向け、

地域のボランティアや取り組みの内容について情報交換を行いました。 

６月７日、山王地区公民館でバスケットボール教室が開催され、中高生１８  

名が仙台８９ＥＲＳの専門コーチの指導を受けました。 

６月２０日、市民テニスコートで、勤労者向けのスポーツ教室「ナイター

テニス教室」が開催され、１６名が参加しました。 

○文化財課関係 

６月４日、５日、白河市文化センターにおいて東北歴史まちづくり担当者

会議が開催され、担当者が出席しました。歴史的風致維持向上計画に係る取

り組み等について、各市町村から説明がありました。 

６月１１日、東北歴史博物館において宮城県市町村教育委員会文化財担当

者会議が開催され、担当者が出席しました。指定文化財の取扱いや、復興調

査への支援等について説明がありました。 

６月１５日、特別史跡山王遺跡千刈田地区において、地元山王地区の市民

約１００名が参加し、今年で６回目となる花の植栽活動が行われました。こ

の場所は陸奥守の邸宅跡を花壇によって表現しており、春と秋の２回、地元

の方々によって花の植え替えが実施されております。 

平成２６年６月２３日提出 

                       多賀城市教育委員会 

                        教育長 菊地 昭吾 
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平成２６年第２回多賀城市議会定例会会期日程 

                                                            （会期８日間）

月   日 曜日 区     分 摘         要

 ６月１１日 水 本  会  議   開    会

  会期の決定

  諸般の報告 

  全国市議会議長会表彰伝達

  行政の報告 

 請  願

  繰越明許、専決処分、人事、

  その他 

   １２日 木 休     会

   １３日 金 本  会  議   条例等 

 補正予算特別委員会の設置

   １４日 土 休     会

     １５日 日 休     会

     １６日 月 休     会

     １７日 火 本  会  議  

  特 別 委 員 会   補正予算特別委員会 

本  会  議  補正予算（委員長報告） 

 一 般 質 問 

    １８日 水 本  会  議  一 般 質 問

  請願・陳情

  各組合議会の報告

  閉    会
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臨時代理事務報告第６号

平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第２号）

に対する意見について

 このことについて、市長から地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づく

意見を求められたが、平成２６年５月２９日臨時代理により別紙

のとおり回答したので報告する。

平成２６年６月２３日提出

                  多賀城市教育委員会

                   教育長 菊地 昭吾
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臨時代理事務報告第６号資料 

議案第   号  

   平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第２号）  

 平成２６年度多賀城市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１６９，０６９千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０，２１５，５７３

千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 （債務負担行為の補正）  

第２条  債務負担行為の追加は、「第２表  債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第３条  地方債の追加及び変更は、「第３表  地方債補正」による。  

  平成２６年６月   日提出  

                   多賀城市長  菊地  健次郎  
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第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入
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歳　　出
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第２表　　債務負担行為補正

（追加）

-9--9-



第３表　　地方債補正

（変更）

計 2,448,300 2,743,400

85,400

事 業

社 会 教 育 施 設

0 210,900

市 街 地 再 開 発 証書借入れ又
は証券発行

年 5.0% 以 内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資 金 に つ い
て、利率の見
直しを行った
後 に お い て
は、当該見直
し後の利率）

借入期日の翌日
から30年以内に
半年賦元利均等
償還又は元金均
等償還する。た
だし、融資条件
又は財政の都合
により償還年限
を短縮し、若し
くは繰上償還又
は低利に借換え
することができ
る。

1,200

整 備 事 業

補正前
と同じ

補正前
と同じ

補 正 前
と 同 じ

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償還の方法 限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償還の方法

千円 千円
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１　総　　括

（歳　　入）

1 市税 7,167,746 △477,486 6,690,260

10 地方交付税 5,619,256 553,996 6,173,252

13 使用料及び手数料 224,362 13,207 237,569

14 国庫支出金 4,035,817 257,042 4,292,859

15 県支出金 1,628,055 122,419 1,750,474

17 寄附金 2 544 546

18 繰入金 5,878,599 416,216 6,294,815

20 諸収入 712,935 △11,969 700,966

21 市債 2,448,300 295,100 2,743,400

29,046,504 1,169,069 30,215,573歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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（歳　　出）
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14,200 49,20035,000総務費国庫補助金5

7,480 1,346 8,826衛生費国庫補助金4

234,400 1,262,5191,028,119土木費国庫補助金2

311,945 7,096 319,041民生費国庫補助金1

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

257,042千円

257,042千円

 千円

計

　２項　国庫補助金

 千円

１４款　国庫支出金



労働費県補助金7 213,617 20,436 234,053

教育費県補助金6 23,939 19,158 43,097

1,350 12,58711,237農林水産業費県補助金4

24,544 216,896192,352衛生費県補助金3

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

122,419千円

112,186千円

 千円

計

　２項　県補助金

 千円

１５款　県支出金
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東日本大震災復興基金繰入金8 510,301 30,535 540,836

教育施設及び文化施設管理基金繰入金4 179,462 102,122 281,584

1,168,926 283,559 1,452,485財政調整基金繰入金1

6,294,810416,216基金繰入金 5,878,5941

18 繰入金 5,878,599 416,216 6,294,815

544

１８款　繰入金

　１項　基金繰入金 416,216千円

416,216千円

2 546計

1 544 545震災復興寄附金2

546544寄附金 21

17 寄附金 2 544 546

１７款　寄附金

　１項　寄附金 544千円

544千円

802,658 914,844計 112,186

122,419千円

112,186千円

 千円

計

 千円

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

１５款　県支出金

　２項　県補助金
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368,861 7,012 375,873雑入2

375,9547,012雑入 368,9425

△18,981

２０款　諸収入

　５項　雑入 7,012千円

△11,969千円

76,529 57,548計

教育費受託事業収入3 72,547 △19,161 53,386

3,732 180 3,912土木費受託事業収入2

57,548△18,981受託事業収入 76,5294

20 諸収入 712,935 △11,969 700,966

416,216

２０款　諸収入

　４項　受託事業収入 △18,981千円

△11,969千円

5,878,594 6,294,810計

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

416,216千円

416,216千円

 千円

計

　１項　基金繰入金

 千円

１８款　繰入金
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2,448,300 2,743,400計 295,100

210,900 571,600360,700教育債4

919,000 84,200 1,003,200土木債3

2,743,400295,100市債 2,448,3001

21 市債 2,448,300 295,100 2,743,400

２１款　市債

　１項　市債 295,100千円

295,100千円

368,942 375,954計 7,012

△11,969千円

7,012千円

 千円

計

 千円

款　　　　　項　　　　　目 補正前の額 補　正　額

 千円

２０款　諸収入

　５項　雑入
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説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

千円 千円

既定事業費
区　　分

節

 千円

備品購入費 4,49518 　　　通信運搬費 126
　　　保険料 221
　　13 委託料 14,392
　　　災害公営住宅管理代行等業務委託料 11,992
　　　桜木住宅エアコン設置等業務委託料 2,400
　　18 備品購入費 4,495
　　　市営住宅用備品購入費 4,495

工事請負費 11,72215 〇交通防災課
24,81711,722  1 消防水利維持管理事業

　　15 工事請負費 11,722
　　　防火水槽撤去工事 11,722

委託料 44,00013 〇生涯学習課
474591,422  1 図書館移転事業

負担金、補助 547,42219 　　13 委託料 44,000
及び交付金 　　　図書館システム構築業務委託料 44,000

　　19 負担金、補助及び交付金 547,422
　　　市立図書館建設費負担金 547,422

需用費 △311 〇文化財課
  1 文化財保護管理事業
　　財源組替え

19,161△3  2 被災文化財（古文書等）保全等事業
　　11 需用費 △3
　　　消耗品費 △3

　　８款　土木費　　９款　消防費　１０款　教育費
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期 間 金 額 期 間 金 額
国（県）
支 出 金

市 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（使）

42,432

図書館シス
テム構築業
務委託

平成26年度分 66,000 平成27年度 66,000 66,000

図書館指定
管理業務委
託

平成26年度分 1,300,000
平成27年度
～平成31年度

1,300,000 1,300,000

建物等機械
警備業務委
託

平成26年度分 1,392
平成27年度
～平成30年度

1,392 1,392

平成26年度分 42,432
公営住宅管
理代行業務
委託

平成27年度
～平成28年度

42,432

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項 限 度 額

前 年 度 末 ま で の
支 出 （ 見 込 ） 額

当該年度以降の支出予定
額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
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議案第１７号 

   多賀城市学校給食センター運営審議会委員の人事について 

 このことについて、下記のとおり任命する。

記

種別 発 令 日 氏  名 役 職 名 

退任 平成２６年６月３０日 黒田 謙二 前多賀城八幡小学校長 

退任 平成２６年６月３０日 富樫 敦子 前第二中学校父母教師会長

退任 平成２６年６月３０日 名久井敏男 前宮城県塩釜保健所技術副参事兼次長

任命 平成２６年７月１日 髙橋 英昭 多賀城八幡小学校長

任命 平成２６年７月１日 渡邊 広美 第二中学校父母教師会長

任命 平成２６年７月１日 岡  直樹 宮城県塩釜保健所技術副参事兼次長 

  平成２６年６月２３日提出 

                     多賀城市教育委員会 

                      教育長 菊地 昭吾
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№ 備　考

1 沼田 敦子 １号 市立学校の校長

2 髙野 行弘 １号 市立学校の校長

3 黒田 謙二 １号 市立学校の校長

4 小畑 幸彦 １号 市立学校の校長 会　長

5 鈴木 朝二 １号 市立学校の校長

6 吉田 英樹 ２号 児童生徒の保護者

7 大友 幸証 ２号 児童生徒の保護者

8 根來 興宣 ２号 児童生徒の保護者 副会長

9 富樫 敦子 ２号 児童生徒の保護者

10 菊地 久光 ２号 児童生徒の保護者

11 名久井 敏男 ３号 関係行政機関の代表者

12 桝 佐江子 ４号 学識経験者

13 中野 公正 ４号 学識経験者

議案第１７号関係資料

宮城県塩釜保健所技術副参事兼次長
（総括）

塩釜地区薬剤師会

多賀城中学校長

東豊中学校長

多賀城小学校父母教師会副会長

多賀城市学校給食センター運営審議会委員名簿

多賀城八幡小学校長

ＪＡ仙台農業協同組合多賀城支店長

氏　　名 規 則 区 分 職 役　　　職　　　名

天真小学校父母教師会長

城南小学校父母教師会長

第二中学校父母教師会長

高崎中学校父母教師会長

山王小学校長

多賀城東小学校長

-19--21--21-



議案第１８号  

平成２７年度多賀城市立小・中学校使用教科用図書の採択  

基準について  

このことについて、別紙のとおり制定する。  

平成２６年６月２３日提出    

多賀城市教育委員会     

教育長  菊地  昭吾    
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平成２７年度多賀城市立小・中学校使用教科用図書採択基準

 多賀城市教育委員会及び多賀城市立小・中学校教職員が教科用図書の調査研究を行う場合

は、次に示す項目及び観点を基準とする。

１ 小学校教科用図書採択基準

(1) 内容に関すること

   ア 学習指導要領に示されている教科等の目標を的確に反映しているか。

   イ 県教育委員会の「学校教育の方針と重点」の趣旨の実現に対応しているか。

  ウ 児童の心身の発達段階を考慮し、学習意欲を高めるように工夫されているか。

   エ 内容を精選して、学習内容の充実と発展を図ることができるように工夫されている   

か。

   オ 内容や資料に偏りがなく、資料の出所、出典が明示されているか。

(2) 組織と配列に関すること

    ア 内容が組織的、系統的に配列され、学習の効果があがるよう配慮されているか。

    イ 教科等の目標を踏まえて、各章、各節のねらいが明確で内容のまとまりがあるか。

    ウ 基礎的・基本的な事項と発展的な事項が適切に配列されているか。

   エ 内容の分量や区分が、各学校の年間指導計画に広く対応できるか。

   オ 教材の配列が、児童の生活や地域の実態に広く対応できるか。

(3) 学習と指導に関すること

   ア 基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成及び主体的  な

学習態度の形成をすすめられるよう配慮がなされているか。

   イ 児童の経験や興味を大切にし、学習の動機付けや自主的な学習を促すよう配慮され  

ているか。

    ウ 児童の多様な能力や特性に広く対応できるか。

   エ 他教科や総合的な学習の時間等との関連に配慮されているか。

    オ 学習の手引き、挿絵、図表、写真等は適切に配置されているか。

(4) 表現と体裁等に関すること

   ア 表記、表現が学年に応じて適切であるか。

   イ 児童が親しみや魅力を感じるよう配慮されているか。

  ウ 活字の大きさや字体は適切で、色彩、印刷は鮮明で見やすいか。

  エ 図表等の大きさや配置、レイアウトやバランスが適切であるか。

   オ 製本は体裁がよく堅ろうであり、環境への配慮があるか。
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２ 小中学校で使用する特別支援学級における学校教育法附則第９条の規定による一般図書 

採択基準

(1) 内容に関すること

  ア 学習指導要領に示されている教科等の目標を的確に反映しているか。

    イ 県教育委員会の「学校教育の方針と重点」の趣旨の実現に対応しているか。

    ウ 社会適応能力の向上を図り、社会的自立や社会参加を促す配慮がなされているか。

    エ 様々な体験活動を促し、自己を生かせる生き方や進路を考えられるものか。

   オ 内容や資料に偏りがなく、資料の出所、出典が明示されているか。

(2) 組織と配列に関すること

    ア 内容が組織的、系統的に配列され、学習の効果が上がるように配慮されているか。

   イ 教材の分量と区分が適切であるか。

    ウ 季節や行事等との関連が考慮されているか。

    エ 児童生徒の生活や地域の実態に広く対応できるか。

(3) 学習と指導に関すること

    ア 児童生徒の発達段階、障害の種別・程度及び児童生徒の特性等に応じているか。

  イ 教材は、基礎的能力を養ったり、発展的な学習に取り組んだりでききるように配慮   

されているか。

  ウ 興味や関心を喚起するように工夫されているか。

  エ 他の教育活動との関連が考慮されているか。

  オ 内容がより理解できるような挿絵、図表、写真等が示されているか。

(4) 表現と体裁等に関すること

   ア 表記、表現が適切であるか。

   イ 児童生徒が親しみや魅力を感じ、多様な感覚を活用するよう配慮されているか。

  ウ 活字の大きさや字形は適切で、色彩、印刷は鮮明で見やすいか。

  エ 図表等の大きさや配置、レイアウトやバランスが適切であるか。

   オ 製本は体裁がよく堅ろうであり、安全や環境への配慮がなされているか。

-22--24--24-


